
令和２年６月４日開催教育委員会会議記録 

１ 開会・閉会等について 

開催日 令和 2年 6月 4日（木） 

場  所 教育委員会室 

開  会 午後 3時 00分 

閉  会 午後 3時 27分 

 出席委員    

 教   育   長  加 藤  裕 之  

 委       員  阿 部  博 道  

 委       員  坂 根  慶 子  

 委       員  淺 松  三 平  

 委       員  白 石  祐 一  

 説明のために出席した職員    

 教育委員会事務局次長  青 木   剛  

 
教育委員会事務局参事 

（庶務課長事務取扱） 
 宮 本  知 幸  

 学 務 課 長  西 村  克 己  

 指 導 室 長  加 藤  康 弘  

 すみだ教育研究所長  石 原  恵 美  

 地域教育支援課長   石 岡  克 己  

 ひきふね図書館長   高 村  弘 晃  

２ 議題について 

⑴ 議決事項 

議案第 28号 令和２年度墨田区教育委員会の権限に属する事務の点検・評価について 

⑵ 報告事項 

第1  寄付者への感謝状の贈呈について（資料１）  

３ 会議の概要について 
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○ 教育長 それでは、本日の教育委員会を開会します。本日の会議録署名人は、坂根委員にお

願いします。本日の日程について、ご報告申し上げます。告示日においては、議決事項なし

としていましたが、急施を要する事案が発生しましたので、「墨田区教育委員会会議規則」

第２条の規定により、議案第28号を日程に追加して審議することとします。 

 

議決事項第１・・・28-1～28-2 

議案第 28号「令和２年度墨田区教育委員会の権限に属する事務の点検・評価について」を上程

し、庶務課長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑、ご意見はありますか。 

○ 坂根委員 オブザーバーは校長会とＰＴＡ等の関係団体の方だと思いますが、何名ですか。 

○ 庶務課長 小・中学校長会から一人ずつ、小・中学校のＰＴＡ代表から一人ずつ、合計４名

を予定しています。 

○ 教育長 それでは、議案第28号は原案どおり決定することにしたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○ 教育長 それでは、原案どおり決定することにします。 

 

報告事項第１・・・資料１ 

「寄附者への感謝状の贈呈について」、庶務課長が資料のとおり説明する。 

○ 教育長 ただいまの説明について、何かご質疑はございますか。 

  （質疑なし） 

 

その他１ 

○ 坂根委員 分散登校をしている現在、学校だよりを見ると、スクールカウンセラーは予約制

のようですが、どのような形で実施しているのでしょうか。 

○ 指導室長 休業中につきましては、学校だより等で保護者に周知しています。事前に予約を

してもらい、学校で対面相談を受ける形が基本です。中には、電話で話をするケースもあり

ます。分散登校開始後は、スクールカウンセラーも勤務日には学校にいますので、その日を

目途に保護者が予約を取って相談すると形になっています。 

○ 坂根委員 その場合、対面でカウンセリングするわけですから、どのような感染予防措置を

とっていますか。 

○ 指導室長 手洗い、消毒、マスクはもちろんですが、換気の徹底、そして距離を離す等の対

策をしています。 

○ 坂根委員 相談という業務の内容上、あまり距離を離すことはできないと思うのですが。 

○ 指導室長 普通教室の半分から３分の１程度の広さの部屋を相談室としている学校が多いの

で、その中で２メートル離れることを基準にしています。 

○ 坂根委員 私の知人に大学でカウンセラーをしている方がいて、大学から支給されたフェイ

スシールドをつけていると聞きました。必要に応じて、いろいろな予防措置をお願いします。 

○ 指導室長 分かりました。 
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○ 坂根委員 登校可能日は１クラスを３分割して分散登校していると思いますが、その場合、

各校の学級人数がばらばらになると思います。学校や学年によっては、クラスを３分割して

も人数が多くなってしまう場合があるかもしれませんし、少ないクラスは３分割する必要が

ないかもしれません。その辺はいかがでしょうか。 

○ 指導室長 最大40人学級ですので、３で割ると10人から15人になります。それを基本として

います。学校によっては学級内の児童数が少ないところもありますが、第１週目は３分割で

お願いしています。 

○ 坂根委員 ２週目以降は違うのですか。 

○ 指導室長 ２週目は２分割になります。３週目からは一斉登校で、午前中授業となります。

４週目からは午後までの通常授業というように、段階的に再開していきます。 

○ 坂根委員 分割するすることによって、少な過ぎるのも考え物ですので、一律に３分割にせ

ずとも、学校の状況に合わせたらどうかと思います。 

○ 指導室長 感染対策を徹底した状態で１週目を迎えたいと考えました。 

○ 坂根委員 学校の施設貸出しは第３週目からですか。 

○ 庶務課長 分散登校中は、貸出しは休止して、通常の授業になった段階で貸出しの予約を開

始したいと考えています。今後の感染状況も踏まえて、判断していきたいと思っています。

23区においては、ほとんど休止している状況で、８月から貸出しを再開するような、慎重な

区もあるようです。 

○ 坂根委員 学校の中の消毒は、終業後に学校管理員等が行うと思いますが、夜遅くまで施設

を貸出した場合、学校管理員が退勤していたとすると、消毒はどのようにするのでしょうか。

場合によっては教員にも大きな負担になってしまうと思うので、考える必要があると思いま

す。 

○ 庶務課長 今までどおり、ただ貸出しするのではなく、貸出し後の消毒方法等について検討

しています。また、利用者にも協力していただき、翌日の授業に支障が出ないように考えて

います。 

○ 坂根委員 使用した団体の方が掃除をするのですか。 

○ 庶務課長 シルバー人材センターの方が受付や最後の点検を行っていますので、消毒もして

いただこうと思います。利用者の皆様にもご協力していだけるよう、検討しているところで

す。 

○ 坂根委員 例えば、使用後のボールの取扱いやトイレの利用方法等、教員や学校管理員の方

に余計な負担がかからないよう、考えていく必要があると思います。 

○ 庶務課長 消耗品やボールは利用者が持参することになっていますので、学校の備品は、基

本的には使わないことになっています。しかし、場合によっては貸し出すこともありますの

で、その点も含めて検討していきたいと思います。 

○ 白石委員 分散登校をしていて、朝８時台、10時台、それから午後１時台、３つに分けてい

るかと思います。朝には、警察の方がパトロールしているのを見かけますが、区がお願いし

ているのですか。 

○ 指導室長 はい。各校の時間割を渡して、パトロールをお願いしています。 

○ 白石委員 学校周辺の道路は登校時間の７時半から８時半まで通行止めにしているところが
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結構あります。朝一の時間帯はよいですが、それ以外の時間帯は、大きなトラックが多く走

行しているので、学校から子どもたちへ注意喚起をしっかりしてほしいと思います。一方で、

子どもたちの登下校時に、大きな交差点に先生方が旗を持って立ってくれていることは、非

常に良いことだと思います。恐らく、自主的にやっている先生が多いと思います。そういう

点については私たちも見ていますので、機会があれば労をねぎらっていただければ、励みに

なるのではないかなと思います。よろしくお願いします。 

○ 指導室長 機会を捉えて伝えていきたいと思います。 

○ 坂根委員 白石委員の指摘は大変よいことだと思います。私もたまたま本日、10時40分ぐら

いに登校する子どもたちを見かけ、その中の一人が漫画を読みながら歩いていたので、角を

曲がったときに自転車が来たら危ないと思っていたら、本当にぶつかりそうになりました。

今までのような一斉登校とは違います。朝一番の登校時にはそのようなことはあまりないと

思いますが、２回目の登校や、午後になると起こり得るので、くれぐれも気をつけるように

ご指導をお願いしたいと思います。 

○ 指導室長 承知しました。 

 

その他２ 

○ 教育長 前回質問のありました、「外国語の教科化に向けた教員への研修について」指導室

から説明をお願いします。 

○ 指導室長 (資料のとおり説明する。） 

○ 坂根委員 令和２年度の研修内容は、令和元年度、平成30年度と比較すると、指導する研修

担当の講師も大分違うのですか。 

○ 指導室長 基本的には、英語の得意な英語教育の推進リーダーが各校にいますので、その中

から指導に来てもらっています。なお、今年度は外部講師を予定していますが、まだ予定が

はっきりないので、未定となっています。 

○ 坂根委員 中学校の英語の先生はいかがですか。 

○ 指導室長 昨年度も、中学校の英語専科の校長は講師をしています。 

○ 坂根委員 今年度も予定しているのは校長だけですか。 

○ 指導室長 中学校の主任教諭も予定しています。 

 

その他３ 

○ すみだ教育研究所長 前回質問のありました、区学力調査の出題範囲についてお答えします。

令和元年度の３月に授業で扱えなかった内容については、調査の対象外とします。項目数は、

小学校では出題範囲140項目のうち８項目、中学校では119項目のうち７項目です。小・中学

校とも、国語については対象外とする範囲はありません。また、中学校の英語についても対

象外とする範囲はありません。およそ、小・中各学年で算数、数学、社会、理科、それぞれに

１単元ずつという形になっています。 

○ 教育長 補足ですが、学力調査に含まれないからといって、そのままにするのではなく、必

ず次の学年で履修します。 
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○ 教育長 以上で本日の議事は全て終了しましたので、これで教育委員会を閉会します。 
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